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本稿は、2018 年 5月 23日に総務省において開催した「ビッグデータ等の利活用推進に関する
産官学協議のための連携会議」（第１回会合）における事務局報告のために行った調査・研究
をベースに作成したものである。本稿の作成にあたっては、五十嵐盛仁、上田聖、櫻川幸恵、
肥後雅博、松井伸司、八木雅彦（以上、総務省）の各氏から有益な助言を頂いた。ここに記し
て感謝したい。ただし、本稿の内容と意見は筆者個人に属し、総務省の公式見解を示すもので
はない。また、ありうべき誤りはすべて筆者個人に属する。 

民間ビッグデータを公的統計の「新たなデータ源」として活用するため

の検討が進んでいる。我が国でも、近年、政府が取り組む一連の抜本的な

統計改革の中で、ビッグデータ活用の促進が大きなテーマの一つとして

位置づけられている。本稿では、今後の活発な取組を促す観点から、ビッ

グデータ活用の本格化に向けて望ましいと思われる実務上の検討プロセ

スの雛形を提示した。その上で、諸外国の先進事例をサーベイしながら、

ビッグデータを保有する民間主体との協力関係の構築のあり方を中心に

実務上の課題について整理し、我が国への含意を探った。今後、さまざま

な試行的な取組を通じて、効率的且つ効果的にビッグデータの統計的利

活用を実現できるようなベストプラクティスを見出していくことが期待

される。 
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1.   はじめに  

 デジタル技術の高度化に伴い、従来の一般的な技術では管理困難な

大量のデータ群が爆発的に増加しており、こうした「ビッグデータ」

の収集・分析により新たな知見を得ることを通じて、ビジネスの効率

化やイノベーションに役立てる動きが拡大している。ビッグデータ

は、「新世紀の天然資源 1」とも言われ、我々が生きる現代社会に重

大な変化をもたらしつつあるが、こうした動きは公的統計を作成す

る当局においても無縁ではない。近年では、統計作成当局においても、

ビッグデータを統計の「新たなデータ源」として捉え、その利活用に

取り組み始めている。  

 現状、我が国において民間企業等が保有するビッグデータ等を経常

的に活用する公的統計は多くないものの、POS データやクレジット

カードなど販売・購買のトラッキング情報からマクロ消費動向を捉

えるための新指数の検討や、SNS 情報を人工知能（AI）によって抽

出・分析の上でタイムリーな景況感指数を作成する取組など、試行的

な動きもみられ始めている。  

 政府が取り組む抜本的な統計改革の中でも、各府省におけるビッ

グデータ等の新たなデータ源の積極的な活用が求められており、本

年 5 月には総務省において、各府省、地方公共団体、民間企業等にお

けるデータ等の相互利活用を推進するための「ビッグデータ等の利

活用推進に関する産官学協議のための連携会議」が立ち上がったと

ころである。今後は、利活用上の先行事例があるデータや優先度の高

いデータを具体的に選定して、産官学連携により集中的な協議を行

うことを通じた利活用推進が期待されている。  

 しかし、我が国における検討は緒に就いたばかりであり、これから

様々な統計分野における取組を積み重ねながら効率的な利活用のあ

り方を模索する局面にある。こうした背景を踏まえ、本稿では、統計

作成当局がビッグデータ活用の検討を始めるに当たっての手掛かり

となるような検討プロセスの雛形を一つ示し、諸外国のサーベイを

通じて、ビッグデータを保有する民間主体との協力関係の構築のあ

り方を中心に実務上の含意を引き出すことを目的としている。  

 

                                                   
1 IBM[2013] 
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本稿の構成は、以下の通りである。まず、第 2 節において、ビッグ

データの定義や特徴について公的統計の観点から整理した上で、公

的統計への利活用上のメリットを具体的な事例を交えて紹介する。

続く第 3 節では、我が国におけるこれまでの公的統計への活用状況

に加えて、近年の統計改革におけるビッグデータ活用に向けた具体

的な検討状況を紹介する。その上で第 4 節においては、望ましいと

思われる検討プロセスの雛形を示した上で、諸外国の先行事例に学

びながら実務上の含意を探る。第 5 節では、上記を要約することで

結びに代える。   
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2.  ビッグデータの概要  

本節では、ビッグデータの定義や特徴について公的統計の観点か

ら整理した上で、具体的なビッグデータの種類や公的統計への利活

用上のメリットについて概観する。  

2.1.  ビッグデータの定義・特徴  

 ビッグデータを巡っては、文脈に応じて様々な解説や分析が行わ

れており、現状では、一つの統一的な定義が確立されているわけでは

ない。ただし、量（ high-Volume）、生成速度（ high-Velocity）、多様性

（ high-Variety）の 3 つの特性（ 3Vs）を備えたデータである点は、概

ね共有された状況にある 2
 
3。  

公的統計への活用を念頭にビッグデータを捉える文脈では、例え

ば国際連合欧州経済委員会（United Nations Economic Commission for 
Europe: UNECE）の議論では、各国統計作成当局が検討の射程とする

ビッグデータを、「 3Vs の特性を備えたデータ源（ data sources）」と捉

えるにとどめている 4。  

こうした定義の下では、行政記録情報やスキャンデータなど個別

具体的なデータを射程に含むか否かについては議論の余地を残して

しまうが、ビッグデータを巡る定義上の混乱や更なる論争を避けつ

つも実務上の進捗を得るに十分との指摘 5があり、特定のデータを含

むか否かはビッグデータの分類方法（ classification）上の論点として

検討されている。  

 我が国においても、ビッグデータを巡る定義は一様ではない。政府

が保有する行政記録情報をビッグデータに含むかどうかについても

整理が区々であり、その多様性とデータ量に着目して公的統計も一

                                                   
2 ビッグデータが有する 3 つの特徴（3Vs）に、信頼性（Veracity）を加えた 4Vs や、ボラ

ティリティ（Volatility）を加えた 5Vs、可変性（Variability）や価値（Value）、可視化

（Visualization）などのさまざまな「Vs」を加えた指摘もみられている。 
3 当該 3 つの Vs については、2001 年に米 Gartner 社（旧 META Group）の Doug Laney
氏が最初に指摘したと言われており、以降、ビッグデータの概念の浸透も加速したとされて

いる。詳細は、Laney [2001]を参照のこと。 
4 Big data are data sources that can be –generally– described as: “high volume, velocity 
and variety of data that demand cost-effective, innovative forms of processing for 
enhanced insight and decision making. (UNECE[2013]) 
5 Struijs [2016] 4 頁 
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種のビッグデータとして捉える整理 6や、国や地方公共団体が提供す

るオープンデータをビッグデータの種別の一つに含むもの 7も存在

している。本年３月に閣議決定された、平成 30 年度を始期とする新

たな「公的統計の整備に関する基本的な計画」では、「 ICT の進展に

より生成・収集・蓄積等が可能・容易になる多種多量の民間企業が保

有するデータ 8」と定義されており、行政記録情報はビッグデータの

定義の外で別途検討されている。  

こうした経緯や、行政記録情報と民間ビッグデータでは、保有主体

や電子化の状況、国際比較可能性、母集団代表性の偏りに関する知見

の有無など、個々に直面する課題について相違がある 9ことを踏まえ

て、本稿では、上記の「公的統計の整備に関する基本的な計画」の定

義に倣い、「 ICT の進展により生成・収集・蓄積等が可能・容易にな

る多種多量の民間企業が保有するデータ」に絞って整理を試みる。  

2.2.  ビッグデータの種類  

ビッグデータにはさまざまな種類が存在するため、統計作成当局

が活用を検討する際には、検討上の射程に置く具体的なデータ範囲

を事前に特定する必要がある。こうした中で、ビッグデータの種類を

リスト化する試みが行われている。  

もっとも代表的なものとして、UNECE が 2013 年に提示した分類

リストが存在する。これは、ビッグデータを「生成源」（ the type of 
generator of the data）の切り口から分類したもので、大分類として以

下の 3 つを提示している。  

1. 個人生成データ（ human-sourced information）  

2. 取引生成データ（ process-mediated data）  

3. デバイス生成データ（machine-generated data）  

                                                   
6 會田 [2015] 2 頁 
7 総務省 [2017b] 53 頁 
8 閣議決定[2018] 4 頁 
9 Florescu et al. [2014] では、調査統計・行政記録情報・ビッグデータに係る特徴について

14 項目から比較整理しており、行政記録情報とビッグデータについては、国際比較の可能

性や従前の統計的手法の活用可能性、母集団代表性に係る偏りに関する知見の有無、データ

の継続性、速報性、データ取得コストなど、双方の特徴に相違がある点を指摘している。 
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2.2.1.  個人生成データ  

個人生成データは、従来は書籍や手紙、写真などとして記録されて

いたような個人の生活やコミュニケーションの記録のほか、新聞や

雑誌がカバーする社会の出来事の記録などがデジタル化されたもの

を指す（具体例は以下の通り）。  

・  Facebook や Twitter などの SNS 情報  

・  Instagram や YouTube などの画像や映像  

・  Google や Yahoo!などを活用したインターネット検索記録  

2.2.2.  取引生成データ  

取引仲介データは、従来は取引台帳や顧客管理簿などとして記録

されていた商取引に関する記録が、ネットショッピングの拡大や IT
システムの発展によりデジタル化されたものを指す。  

・  電子商取引記録や購買履歴  

・  銀行決済記録や株式の売買記録  

・  クレジットカード情報などの取引データ  

・  民間企業等のウェブサイト情報         

なお、UNECE は、ここで挙げた財・サービス市場や労働市場、金

融市場における民間のデータだけでなく、診療記録など行政サービ

スに係る記録も取引仲介データとして整理している。  

2.2.3.  デバイス生成データ  

デバイス生成データは、センサーやコンピューターなど所謂 IoT デ

バイスの高度化に伴って測定・記録されたデータを指す。  

・  リアルタイムカメラによる交通や天候の記録  

・  ホームオートメーションの記録  

・  携帯電話位置情報や自動車走行記録などのトラッキング情報  

・  衛星画像  

・  ウェブサイトのログのようなコンピューター関連のデータ   
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2.3.  ビッグデータ活用のメリット  

統計作成当局がビッグデータの活用を行うことができれば、どの

ようなメリットがあるだろうか。ここでは、Struijs[2016]が示す 7 つ

の利活用方法及び潜在的効果を参考に、先行事例を紹介しながら掘

り下げて説明する。  

1. 新たな統計の作成への活用  

2. 公的統計よりも詳細な情報提供への活用  

3. 公的統計の早期化への活用  

4. 公的統計のナウ・キャスティングへの活用  

5. 公的統計の精度向上への活用  

6. 公的統計の報告者軽減への活用  

7. 公的統計の作成コストの削減と効率性向上への活用  

2.3.1.  新たな統計の作成への活用  

 「既存の公的統計が存在しない場合」には、公的統計が捕捉できな

いような現象把握を目的に、ビッグデータを活用した新たな統計を

作成することができる。  

例えば、SNS 上の人々の「つぶやき」を集めることで、人々のセン

チメントの計測に活用する方法が考えられる。類似の具体例として、

ドイツ連銀が、「預金保険（ deposit insurance）」を検索ワードとして

Google 検索件数の指数化に取り組んでおり、預金取り付け（ bank run）
を事前に予測する研究 10が行われている。  

 日本でも、総務省が大手携帯キャリアの保有するモバイルビッグ

データを活用することで、公的統計では把握できない特定地域にお

ける時間別の人流からテレワーク・デイの実施効果を定量的に検証

した事例 11がある。  

 こうした事例のように、民間ビッグデータから新たな統計的分析

を試みる事例のほか、既存の公的統計とビッグデータを組み合わせ

ることで、指標を作成することも活用方法の一つとして想定される。 

                                                   
10 Weber, Fecht & Thum[2017] 
11 総務省[2017c] 
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2.3.2.  公的統計よりも詳細な情報提供への活用  

 「公的統計が存在する場合でも、公的統計より詳細な情報」をビッ

グデータから抽出することも可能である。例えば、既存の公的統計で

は、サンプル数の制約などから地域レベルでの統計結果が抽出でき

ない場合や、月次ではなく四半期統計しか存在しない場合などは、ビ

ッグデータを活用することで公的統計から詳細性を引き出すことが

可能となる場合がある。  

 Struijs[2016]では、一例として Google Trends から地域単位でのト

レンドを捕捉することで公的統計から地域単位での動向を抽出でき

る可能性に触れている。同時に、こうした活用方法は想定される以上

に利活用が困難であることを指摘している点には留意が必要である。 

2.3.3.  公的統計の早期化への活用  

「公的統計の公表早期化を企図して、既存のデータ源をビッグデ

ータで代替する」ことも可能である。質の高い統計を作成することと

統計を早期に作成することは、いずれも統計作成当局にとって大き

な目標であるが、統計調査や行政記録情報を活用して統計を作成す

る際には、実務上相応の時間が不可避である。こうした統計作成上の

データ源をビッグデータで代替することができれば、よりタイムリ

ーな統計作成が可能となる。  

この点、諸外国では、POS データを物価算出に活用する取組が複

数みられている。また、エストニア中銀の取組事例では、国境に係る

公的統計の活用に代えて、携帯電話の SIM カード情報を活用するこ

とで旅行客の消費を捕捉して旅行収支を推計している 12。  

このほかにも、ビッグデータと他のデータとの相関性を見出して

推計モデルを構築することで、よりタイムリーな統計公表のために

活用することも想定される。  

2.3.4.  公的統計のナウ・キャスティングへの活用  

 「公的統計をベンチマークとしてビッグデータからナウキャスト

指標を作成する」ことができる。この場合、既存の公的統計が最終的

                                                   
12 当該事例の場合には、政府の予算制約の都合で、従来活用していた国境に係る調査が中

止になったことが取組の契機となった。詳細は、Kroon[2012]、Hammer et al. [2017] 18
頁を参照のこと。 
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に公表されるため、ビッグデータを活用した指標の質が多少劣る場

合でも、より早い動向把握を求める統計ユーザーのニーズに応える

に十分な新指標を開発できる場合がある。公的統計の参考指標とし

て広く社会に役立つ可能性も期待される。  

 こうした活用方法は、これまでにも幅広い統計分野で、さまざまな

データを活用しながら実施されている。これは、統計作成当局でなく

とも統計ユーザー自らが実施することが容易であるためと思われる。

先行事例も相応に蓄積されている利用法であるほか、ユーザーの関

心が高い利活用方法であることから、ここでは先行事例を幾分手厚

めに紹介しておく。  

米 MIT の研究者が中心となって行う「ビリオン・プライス・プロ

ジェクト」では、オンライン市場における日次データを活用すること

で、 2008 年のリーマン・ブラザーズの破綻に際して小売り各社が殆

ど直ちに販売価格を引き下げる動きを捕捉した。公的統計の公表前

にタイムリーに動向を把握した事例 13として注目されている。  

このほか、人工衛星が撮影する衛星画像から夜間の光量データを

把握することで、GDP のナウ・キャスティングを試みる研究 14や、

宿泊施設が公表しているウェブ予約のデータの分析を通じて、日々

の空室数・客室稼働率を算出する研究 15が存在する。  

 経常的な統計作成を企図せずとも、震災や停電など稀に発生する

イベント前後での景気変動の把握にも有効である。例えば、デビット

カード決済高を活用することで 9.11 テロや SARS などのイベントに

よる消費動向への影響を分析した事例 16がある。我が国でも、平成 26
年の消費税率引上げによる経済への影響を具に把握するために、内

閣府が POS データを週次分析した事例 17などがある。  

2.3.5.  公的統計の精度向上への活用  

 「公的統計の精度向上」を目的として、公的統計の調査結果の整合

性や正確性を検証するためにビッグデータを活用することもできる。

例えば、ビッグデータから捉えられる現象と公的統計の結果をクロ

                                                   
13 Cavallo & Rigobon[2016] 
14 Henderson, Storeygard & Weil[2012] 
15 一藤・曽根原[2016] 
16 Galbraith & Tkacz[2013]（131-133 頁） 
17 内閣府[2014] 
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スチェックすることで、公的統計のクオリティチェックを実施する

ことや、公的統計の作成に用いる推計方法の見直しなどに役立てる

ことが想定される。英国では、年央における人口推定の精度向上を目

的に、位置情報付き Twitter の情報活用を検討した事例 18がある。  

 また、時代に相応しい正確な調査統計を提供するためには、調査事

項や調査項目、調査方法などを事前に設計しなければならないが、合

理的且つ妥当な調査となるよう企画や実査の段階でビッグデータを

活用することも考えられる。  

例えば、英国では、不動産仲介会社のサイトの掲載情報からトレー

ラーハウスの情報を収集し、アドレス・レジスターの登録情報の拡大

を試みた事例 19がある。このほか、Bean[2016]は、ネット求人情報の

活用を念頭に、新たに登場しつつある業種や職種分類などの整備に

ビッグデータ活用が有効であると指摘している。  

2.3.6.  公的統計の報告者軽減への活用  

 「統計調査をビッグデータで代替することで、報告者負担を軽減す

る」ことができる。例えば、調査票の記入情報から作成する物価指数

について、インターネット上の物価情報で代替する事例が存在する。 

既存の公的統計を「完全には代替できない場合」でも、公的統計を

ビッグデータで補完することができれば、統計調査におけるサンプ

ル数や調査頻度、調査項目等の削減が達成される場合がある。  

2.3.7.  公的統計の作成コストの削減と効率性向上への活用  

 報告者負担の軽減を図るようなビッグデータの活用は、「統計作成

当局にとっての負担軽減と業務効率の向上」につながるケースが多

い。しかし、統計作成当局は両者を別個の目標として設定するため、

当局自身の業務効率化を起点として、ビッグデータの収集を図るこ

とが想定される。追加的なコストや業務負担を回避しつつ、利用可能

なデータを最大化させことできれば、作成コストの削減と効率性向

上が達成される。  

                                                   
18 年央の人口変化の原因はさまざまで、就学や就職に伴う引っ越しなどが想定されるが、

各地域の公営診療所への登録情報のみをベースに推計を実施すると、引っ越し後も登録を

先送りする傾向の高い層の人口推計が困難となるため。詳細は、Sweier, Komarniczky & 
Clapperton[2015] を参照のこと。 
19 ONS[2017] 
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2.4.  統計作成当局のスタンス変化  

このようなビッグデータのメリットを示す事例が蓄積するにつれ

て、統計作成当局は、ビッグデータは、もはやバズワードではなくな

りつつある 20との認識の下で、具体的な戦略や取組に乗り出してい

る。各国統計局のみならず国際連合や国際通貨基金などの国際機関

がグローバルに取組を後押しする中で、ビッグデータは統計作成当

局にとっての「ゲームチェンジャー 21」とみる向きも存在する（国際

的な取組の概観は補論を参照）。  

 こうした取組が、民間ビジネスにおけるビッグデータ活用に比べ

て幾分遅行するかたちで活発化した背景について若干考察しておく

と、（イ）従来の公的統計の作成手法で十分対応できたこと、（ロ）ビ

ッグデータの利活用上の不透明感の存在、（ハ）公的統計が築いてき

た信頼や評判を失うリスクの存在 22、等が影響したものと考えられ

る。  

統計作成当局によるビッグデータ活用を巡る「リスク評価」は、デ

ジタル経済の進展に伴う利用可能なビッグデータの増大や、先行的

な優良事例が蓄積する中で変化してきた。民間ビジネスにおいても

ビッグデータを活用した民間統計が多数生成されるような時代を迎

える中で、統計作成当局による統計作成に係る独占的地位が揺らい

でいる 23。統計作成当局がビッグデータ活用の検討に踏み込まない

ことに伴うリスクと、活用に乗り出すことに伴うリスクのバランス

変化が、統計作成当局の時代認識の変化 24に繋がったものと思料さ

れる。  

もっとも、統計調査を巡る環境や報告者のスタンス、公的統計の質

を巡る課題など、各国の統計作成当局が直面する環境は国情に応じ

てさまざまであり、従ってビッグデータの活用に向けたスタンス及

びその必要性が一様ではない点は、各国の動向をみる上で留意すべ

きポイントの一つである。   

                                                   
20 Hammer et al. [2017] 29 頁 
21 Struijs[2016] 3 頁 
22 Bender[2017] 
23 Eurostat [2017] 3 頁 
24 我が国でも、西村淸彦統計委員会委員長が、ビッグデータ活用に向けた検討は避けられ

ないとの時代認識を示している（総務省統計委員会[2017a]）。Eurostat [2017]では、統計

作成当局が情報マーケットから疎外されるリスクを指摘するなど、ビッグデータを活用し

ないことへの大きな危機感が窺われる。 
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3.  日本における議論・取組状況  

国際的にビッグデータ活用の検討が進む中、本節においては、我が

国における利活用の状況や、各府省の取組について確認する。また、

近年政府が取り組む抜本的な統計改革の文脈から、ビッグデータの

積極的な活用に向けた検討状況を紹介する。  

3.1.  各府省による取組状況  

 現状、我が国において民間企業等が保有するビッグデータ等を「経

常的に」活用している公的統計（図表 1）は限定的であり、そのうち

本稿が念頭に置く「 ICT の進展により生成・収集・蓄積等が可能・容

易になる多種多量の民間企業が保有するデータ」を活用した事例は、

消費者物価指数への POS データ活用に留まっている。  

図表 1：民間企業等が保有するビッグデータ等を経常的に活用している統計 
統計名 

実施機関 
民間データの名称 

民間データ 
収集の根拠 

活用形態 活用による効果 

国民経済計算 
（加工統計） 

内
閣

府 

有価証券報告書等 原則、オープン
なデータを取

得している 

各種基礎デー
タの一つとし

て活用 

他の統計で得られない国
民経済計算に必要なデー

タを得られる 

景気動向指数 
（加工統計） 

内
閣
府 

・日経商品指数（42種総合） 
（ (株)日本経済新聞社 ） 

・東証株価指数 

（ (株)東京証券取引所 ） 
・長期国債（10年）新発債流通利回り 

（日本相互証券(株)） 

・中小企業売上げ見通し DI 
（日本政策金融公庫） 

（企業物価指数（日本銀行）） 

（マネーストック(M2)（日本銀行）） 

オープンなデ
ータを取得し
ており、協定等

は締結してい
ない 

景気動向指数・
先行指数の 11
の採用系列の

うち 6 系列に
活用 

景気動向指数・先行指数は
景気に対し先行して動く
指標の動きを統合してい

る。マーケットの動きや、
消費者・企業のマインドを
測るデータは先行性があ

り、これらのデータを使う
ことで景気動向の把握を
より適切に行うことがで

きる 

消費者物価指数 
（ＣＰＩ） 

総
務

省 

ＰＯＳデータ 契約ベース（Ｐ
ＯＳデータ保

有企業１社か
ら平成 12 年以
降、月次で購入

している。） 

「パソコン（デ
ス ク ト ッ プ

型）」、「パソコ
ン （ ノ ー ト
型）」、「カメラ」

の３品目につ
いては、当該デ
ータのみによ

って指数を作
成 

品質向上が著しく製品サ
イクルが極めて短いパソ

コン及びカメラについて、
品質調整済みの価格変動
をヘドニック法により直

接求めており、ＰＯＳ情報
による販売価格、販売台
数、各機種の特性などを用

いることにより、客観的で
信頼度の高い重回帰分析
を行うことが可能となる 

設備工事業に係
る受注高調査 

（加工統計） 

国
土

交
通
省 

・（一社）日本電設工業協会 
・（一社）日本空調衛生工事業協会 

・（一社）日本計装工業会の独自集計資料 

協力ベース（依
頼に基づき、平

成３年以降、デ
ータの提供を
受けている。） 

当該データの
みによって統

計を作成 

調査を行わず統計の作成
が可能となる 

（注）ビッグデータを含む民間が保有するデータ全般広く含む整理。  

（資料）総務省ホームページをもとに作成。  
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 他方で、総務省による POS データやクレジットカードなどの販売・

購買のトラッキング情報からマクロ消費動向を捉えるための新指数

の検討 25や、経済産業省による SNS 情報を人工知能（AI）によって

抽出・分析の上でタイムリーな景況感指数を作成する取組 26など、各

府省主導の「試行的な取組」も始まっている。  

経済産業省による取組については、家電量販店の販売動向や人々

の景況感を捕捉するための指数、鉱工業生産指数を予測するための

指数がすでに試験公表されており、ユーザーからの意見を求める段

階を経て次の段階への移行を検討中である。また、消費者物価指数に

ついても、インターネット通信販売価格や宿泊料について、ウェブス

クレイピングによるデータ取集や分析の取組 27が行われている。  

 経常的な統計作成への活用を目指したもの以外にも、インターネ

ット上の記事から消費者マインドを指数化する取組 28など、景気判

断を行う際にスポット的に活用する事例がある。また、地方創生に向

けた取組を情報面から支援するために提供されている「地域経済分

析システム」（RESAS）では、公的統計だけでなく民間企業が保有す

るさまざまなビッグデータが活用されており、行政のみならず、民間

企業による地域マーケティングなどにも利用されている。  

 上記で示した政府の取組例のように、各府省による積極的な利活

用が拡大しつつあるが、近年の統計改革の中で、更なる利活用推進が

期待される状況にあり、これを後押しする具体的な仕組みの設計が

進捗している。  

3.2.  産業界からの提言  

公的統計は、行政施策の企画・立案・評価のための基礎データとし

                                                   
25 総務省は、2017 年 7 月に、民間企業が保有する様々な消費関連情報を活用した消費動向

指数の開発について産学官で連携して研究を行い、企業保有情報の適切かつ有効・有益な活

用により、我が国の公的統計の改善・高度化、学術研究の発展を推進することを目的として、

消費動向指数研究協議会を設立。詳細は、総務省[2017d]を参照のこと。 
26 経済産業省は、2017 年 7 月に、新たに「BigData-STATS」と呼称されるウェブサイト

を設け、SNS×AI 景況感指数、SNS×AI 鉱工業生産予測指数、POS 家電量販店動向指数

を開発・試験公表。詳細は、経済産業省[2017a]、同[2017b]を参照のこと。 
27 詳細は、総務省[2017a]、同[2018a]を参照のこと。 
28 内閣府[2018]では、ニュース記事データを用いて消費者マインドと相関が高いと思われ

る指標を作成。分析の結果、消費者マインドの変化と概ね似通った方向感で推移しているも

のの、同指標とマインドの動きが異なる部分もみられたことから、速報性の高い情報として

活用する際には更なる改善が必要である、と指摘している。 
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て活用されるのみならず、個々の世帯や民間企業が合理的に意思決

定を行うための基盤である。民間企業は、公的統計における調査対象

としての報告者であり、且つ統計ユーザーとして的確な経営判断を

行うために公的統計を活用している。かかる観点で、産業界はユーザ

ー及び報告者双方の立場から公的統計の整備に関して積極的に関与

しており、さらには、統計改善に関する具体的施策の要望や提言など

を通じて統計行政の発展に大きく貢献している。  

民間企業が保有するビッグデータが、報告者負担の軽減と公的統

計の精度向上の双方に貢献する可能性に着目し、日本経済団体連合

会や経済同友会から、更なる利活用の促進が提言されている。  

 日本経済団体連合会が、 2016 年に公表した「公的統計の改善に向

けた提言」では、ビッグデータ活用のメリットと課題について整理の

上で、「試験的な取組を積み重ねつつ、ビッグデータの活用に関わる

課題への対処を検討していくことが必要である 29」と論じている。  

 経済同友会が 2016 年に公表した提言書では、「民間の保有するビ

ッグデータを活用することで、政府が作成する経済統計を補完でき

るうえ、経済社会の実態を低コストかつ高頻度で、より早く、より詳

細に把握できる可能性もあり、この面で民間企業が貢献する余地は

大きい 30」と記述している。同時に、活用可能性の高いと思われる統

計分野と具体的なデータを例示しており、ビッグデータ活用の検討

を本格化させる上で、貴重な手掛かりを示している。  

図表 2：経済統計へのビッグデータの活用可能性・活用例 

分  野 利用するビッグデータ例 

物価 

・ＰＯＳデータ ⇒ 商品別物価の把握 

・ポイントカードデータ ⇒ 商品別・購入者属性別物価 
・ウェブサイトからの価格情報の自動収集（スクレイピング） 
・不動産価格（ソニー不動産、リクルートなど） 

労働 ・求人情報（リクルートなど） 

消費 
・ＰＯＳデータ ⇒ 商品別購入数量・金額 
・ポイントカード、クレジットカード ⇒ 購入者属性別・商品別購入額 
・家計簿ソフト ⇒ 購入者属性別・品目別購入額 

電力 ・スマートメーター ⇒ 30分ごとの全世帯・企業の電力使用量 

情報通信 ・携帯電話通信データ 

運輸 ・道路の交通量データ   ・自動車の位置情報 

     （資料）経済同友会[2016]をもとに作成。  

                                                   
29 日本経済団体連合会[2016] 11 頁 
30 経済同友会[2016] 7 頁 
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3.3.  政府における統計改革  

2015 年 10 月の経済財政諮問会議における、基礎統計の充実に関す

る麻生財務大臣の問題提起を契機として始まった近年の統計改革で

も、ビッグデータ活用の推進は、大きなテーマの一つと位置づけられ、

利活用促進のための具体的な仕組みづくりが進展している。  

 2016 年末の経済財政諮問会議で取り纏められた「統計改革の基本

方針 31」では、早期かつ精緻な景気動向把握に資するビッグデータの

活用推進や、ビッグデータ活用に関する環境・体制整備が提言された。

さらには、抜本的な統計改革及び一体的な統計システムの整備等を

政府が一丸となって強力に推進するために設けられた統計改革推進

会議（議長：内閣官房長官）においても、ビッグデータの活用推進に

向けた具体的な検討が進捗した。  

その結果として、同年 5 月に統計改革推進会議が決定した「最終

とりまとめ 32」では、民間企業等が保有するビッグデータ等について、

利活用上の問題を集中的に解決するパイロット的な枠組みの構築な

ど具体的な措置に踏み込んだ方針が示され、これらの内容を盛り込

んだ「公的統計の整備に関する基本的な計画」（以下、「第Ⅲ期基本計

画」と言う。）が本年 3 月に閣議決定するに至った。  

下図は、第Ⅲ期基本計画の別表 33に記載されている「今後 5 年間に

講ずる具体的施策」のうち、ビッグデータ関連の施策を抜粋したもの

である。ビッグデータの利活用の各種課題を集中的に解決するため

の産官学連携による会議の開催のほか、景気動向把握の向上に資す

るビッグデータを活用した経済指標の開発など幅広い施策メニュー

が並んでいる。別表には記載されていないが、基本計画本文では、統

計委員会が果たすべき役割の一つとして「行政記録情報や地方公共

団体・民間が保有する各種データの統計的利活用について、技術的・

中立的観点から支援する」と記載されるなど、一連の統計改革の中で、

ビッグデータ活用に向けた期待がいかに大きいかが示唆される。   

                                                   
31 経済財政諮問会議[2016] 平成 28 年 12 月 21 日決定 
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/1221_2/shiryo_04.pdf 
32 統計改革推進会議[2017] 平成 29 年 5 月 19 日決定

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/toukeikaikaku/pdf/saishu_honbun.pdf 
33 第Ⅲ期基本計画は、第Ⅱ期基本計画までの基本計画の本文及び別表形式を踏襲し、本文

に取組の経緯や必要性、今後の方向性、継続的な取組事項等を、別表に今後５年間に講ずる

具体的な措置・方策、担当府省等を記載している。 
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図表 3：第Ⅲ期基本計画（今後 5 年間に講ずる具体的施策） 

具体的な措置・方策等 担当府省 

ＰＯＳデータ、人流データ、ＳＮＳデータなど民間データの活用に係る先行事例が

あるデータ又は優先度の高いデータ等（行政記録情報等を含む。）を選定して、各

府省の協力により集中的に協議することにより、利活用上の各種課題の解決や、優

良事例等を積み上げて公表するための産官学連携による会議を開催し、データの

保護や取得等の状況にも留意しつつ、各府省と地方公共団体・民間企業等の間にお

ける統計的分析や統計作成目的によるデータ等の相互利活用を推進する。 

総務省、 
各府省 

統計的分析や統計作成目的によるビッグデータ等の利活用を推進するため、各府

省におけるビッグデータ等の統計への活用実態を把握するとともに、可能な限り

地方公共団体・民間企業等における国の統計データやビッグデータ等の効果的な

利用状況の把握に努め、定期的にこれらの情報を各府省に提供することで各府省

による利活用の横展開を促すとともに、上記の会議に報告する。 

総務省、 
各府省 

ビッグデータを用いた新たな景気動向の把握のため、ＰＯＳデータをきめ細かく

分析に利用する手法の開発に向けた検討を行う。また、物流データを活用した地域

間の移出入の動向把握に向けて、調査機関と連携して研究を進める。 
内閣府 

ビッグデータを活用した経済指標の開発に当たっては、景気動向把握の向上に資

するよう考慮するとともに、ＰＯＳデータ、人流データ、ＳＮＳデータ等を用いて、

既存統計で把握できていない経済活動の把握に努める。また、各府省におけるビッ

グデータの効率的な活用を推進するため、関係府省の取組状況や企業等からのデ

ータ提供の在り方、データの品質確保、専門人材の育成等について、統計委員会を

中心に定期的な情報共有を図る。 

総務省、 
関係府省 

ビッグデータの特性把握や偏り是正等ビッグデータの利用に関する高度な統計技

術の研究開発に引き続き取り組む。また、匿名化などの適切なデータの補正、デー

タ保管・利用に関する信頼性の確保、データの品質確保などについて、各府省に対

する技術的な支援の充実に努めるとともに、ビッグデータの分析事例や活用事例

に関する研修を実施する。 

総務省 

（注）実施時期については、いずれも平成 30 年度を始期とする。 
（資料）閣議決定[2018]をもとに作成。 

3.4.  産官学協議のための連携会議  

閣議決定された第Ⅲ期基本計画を踏まえて総務省は、各府省、地方

公共団体、民間企業等におけるデータ等の相互利活用を推進するた

めの「ビッグデータ等の利活用推進に関する産官学協議のための連

携会議」を本年 5 月に開始した。  

本会議は、検討事項として、（１）官民における、統計的分析や統

計作成におけるビッグデータ等の利活用の先行事例及び先行研究の

分析について、（２）統計的分析や統計作成における優先度の高いビ
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ッグデータ等の選定と応用可能性について、（３）関係者との情報共

有及び優良事例の横展開の可能性について、（４）データ保護及びデ

ータ取得方法について、等を掲げている。また、本会議で選定された

データやテーマについて、個別にワーキンググループを設けて集中

的に検討することも想定 34されており、産官学における専門家や関

係者の連携深化を図りながら、ビッグデータの統計的利活用が一層

進展することが期待される。   

                                                   
34 総務省[2018c] 
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4.  民間ビッグデータを活用した統計作成への課題  

そもそも、公的統計とビッグデータは性質が大きく異なるもので

ある。統計調査が統計作成を目的として予め調査設計されたデータ

であるのに対して、ビッグデータの場合には、一般の経済社会活動の

副産物として生成・蓄積されたデータ 35と整理することができる。  

ここで改めて公的統計の作成プロセスを確認すると、一部の悉皆

調査を除く多くが、標本調査によって母集団全体の推計を行ってお

り、統計学の専門的な知見を活用するかたちで、予め調査の目的や調

査事項、調査対象、時期、調査方法を企画・設計している。我が国に

おいては、各府省による統計調査が、合理的かつ妥当な設計か否か、

他の調査と過度な重複がないかについて統計法の規定により総務大

臣の審査・承認を受けることになっているほか、個別の統計調査に関

しては統計委員会においても議論がなされている。  

このように、統計作成当局は、統計作成にあたって品質コントロー

ルを左右できる立場であることが前提となる。しかし、民間が保有す

るビッグデータをデータ源として活用する場合には、データの調査

主体（ data producers）ではなく、むしろ消費者（ data consumers）と

して向き合わざるを得ない 36ところに難しさがある。ビッグデータ

を公的統計のデータ源として活用するためには、特定の目的や理論

に基づいた演繹的な手法ではなく、帰納法的に有益なデータを抽出

する発想に基づく 37ため、統計作成プロセスのあり方を根本から考

える必要がある。  

こうした中で、我が国におけるビッグデータ活用に向けた検討は

緒に就いたばかりであり、実務上の検討プロセスも定まっていない

状況にある。そこで本稿では、将来の活発な取組を促す観点から、望

ましいと考えられる検討プロセスの雛形（図表 4）を一つ提示する。

そのうえで、諸外国の先行事例に学びながら、我が国においてビッグ

データ活用を本格化させるにあたっての実務上の含意を探りたい。   

                                                   
35 Hammer et al. [2017] 
36 Scannapieco, Virgillito & Zardetto[2013] 
37 北村[2018] 2 頁 
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図表 4：ビッグデータ活用に向けた検討プロセス  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）筆者作成   

     4.1.      4.2.

・ 新たな統計の作成への活用 ・ データリストの活用

・ 個人生成データ

・ 取引生成データ

・ デバイス生成データ

・ ・ 先行事例の分析

・ ・ データ候補を多面的に比較分析

・ 公的統計の作成コストの削減と ・ ハッカソン・アイデアソンの開催

         効率性向上への活用

 ・ フィードバック
・ 一般に公開されたデータの利用

          の還元 ・ 民間主体が保有するデータの利用

・ データノイズの存在

・ データバイアスの存在

・ データ形式・メタデータの課題

4.4.

   4.5.

・ 協力の義務づけの妥当性

・ 対価を払ったデータ提供

　　・ 対データ保有主体 ・ 統計作成当局のノウハウや成果還元

　　・ 対データ保有主体以外 ・ 民間企業のイメージ向上

　　・ データコミュニティの深化 ・ 民間企業のサービス向上

・ データ取得の継続性を巡る課題

    4.6.      　　  4.7.  　　 4.8.

　・ 検討結果の公表

　・ 優良事例・失敗事例の蓄積

公的統計の報告者軽減への活用

   　　　4.3.

　・ 進捗状況の報告

公的統計よりも詳細な情報提供への活用

公的統計の早期化への活用

公的統計のナウ・キャスティングへの活用

公的統計の精度向上への活用

利活用は試行的に始める

データホルダーとの協力関係の構築

個人情報や企業情報の保護 技術・人材の確保 コーディネーション

ビッグデータの統計的利活用の実現

利用するデータを特定する目的をしっかり立てる

・ 民間統計の精度確認

・ 政府認定

対外コミュニケーション
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4.1.  ビッグデータ活用の目的をしっかり立てる  

ビッグデータ活用の検討を開始するにあたっては、最初のステッ

プとして、「取組の目的をしっかり立てる」ことが肝要である。  

第 2 節で紹介したようにビッグデータ活用の潜在的効果は多岐に

及ぶが、活用方法次第で特定のデータが複数の効果を有することが

少なくない。そのため、まずは目的をしっかり定めた上で、目的達成

に相応しいデータを選定し、目的達成に必要な範囲内で取組を行う

ことが効率的な検討を可能とする。  

 この点、既に先行する諸外国の取組においても、実際にデータ収集

に取りかかる前に、取組の目的をしっかり定めた上で検討対象とな

るデータを特定している。例えば、イギリス国家統計局が 2014 年に

開始したプロジェクトでは、居住状況の調査、人流の把握、物価動向

の把握、人口推計といった利活用上の目的を定めつつ、検討するデー

タとしてスマートメーター、モバイル位置情報、インターネット上の

物価情報、位置情報付 Twitter 情報をそれぞれ選定している。  

図表 5：英国国家統計局によるパイロット・プロジェクト  

目的  データ源  

各住所における居住状況の調査  スマートメーター  

人流の把握  モバイル位置情報  

物価動向の把握  インターネット上の物価情報  

人口推計  位置情報付 Twitter 情報  

（注）上記の目的のほかにも、技術的な側面等にも着目して具体的な目的を

複数定めてプロジェクトに取り組んでいる。  
（資料）Naylor et al.[2015]をもとに作成。  

 このほか、国際通貨基金が 2015 年に立ち上げたプロジェクト 38で

も、国際資金フローを把握するための SWIFT データ 39の活用や、GDP
ナウ・キャスティングのための Google Trends の活用などのように、

目的をしっかり定めた上で、活用するビッグデータを選定している。  

                                                   
38  国 際 通 貨 基 金 は 、 2015 年 11 月 に プ ロ ジ ェ ク ト （ Big Data Innovation  
Challenge）を立ち上げており、6 つの先駆的なアイデアの実証実験（ proof  of 
concept  development）に取り組んでいる。詳細は補論を参照のこと。 
39 SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication）は、銀行間

の国際金融取引に係る事務処理の機械化、合理化および自動処理化を推進するため、参加銀

行間の国際金融取引に関するメッセージをコンピューターと通信回線を利用して伝送する

ネットワークシステムのこと。 
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4.2.  利用するデータを特定する  

 目的設定に続くプロセスとして、当該目的達成に「最も相応しいビ

ッグデータを特定する」必要がある。  

4.2.1.  データリストの活用  

統計作成当局が射程に捉えるビッグデータは、個人生成データ、取

引生成データ、デバイス生成データを含めて相応の数にのぼるため、

まずは、検討の対象となるデータ候補を絞り込む必要がある。その際

には、第 2 章で紹介した UNECE リストのような既存のデータリスト

を検討の手掛かりとして活用することができる。  

一例として、 IMF スタッフによる分析では、UNECE が示したリス

トをもとに、行政記録情報、法人ホームページ、オンラインニュース

などのサブカテゴリーを独立して新規に設ける一方、動画データや

診療情報、画像データなどは統計作成目的に活用するには時期尚早

としてリストから削除して改訂版 40を示している。このように、既存

のビッグデータリストをベースに、目的に応じて個別のデータをア

ドホックに追加ないし削除することで、候補となるデータを効率的

にリスト化できる。  

4.2.2.  先行事例の分析  

リストからデータを絞り込む一つの方法として、内外における先

行事例の分析が有効である。例えば、「労働市場における雇用動向を

公的統計よりもタイムリー且つ詳細に把握する」といった取組目標

を定めた場合、先行事例をサーベイすることを通じて、SNS 情報、イ

ンターネット検索情報、商取引記録、銀行決済記録、民間企業ウェブ

サイト（求人広告）程度まで利用可能性の高いデータ源を絞り込むこ

とができる 41。  

4.2.3.  データ候補を多面的に比較分析  

ただし、先行する優良事例がある場合でも、データごとの活用可能

性は、各国の統計整備の状況やデータ環境に大きく依存する（ actual  

                                                   
40 Hammer et al. [2017] 9 頁 
41 労働市場の民間ビッグデータの活用事例は、高田・別所・五十嵐[2018]を参照のこと。 
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opportunities for individual countries may be asymmetric 42）点には留意

が必要である。従って、データ候補の絞り込みに当たっては、国情を

踏まえた多面的な比較検討もまた重要となる。  

ビッグデータの生成源に着目した分類で捉えられない観点として

は、①データアクセスのハードル、②データアクセスの継続性、③デ

ータのプライシー性（法的制約など）、④コスト（データ取得に関す

るもののほか、データマネジメント上の費用を含む）、⑤データの発

展段階 43などが挙げられる。  

こうした多面的な観点からデータの利用可能性を捉えるためのデ

ータリストを作成する取組も行われている 44が、容易ではない。多面

的な比較検討は、今後の実務上の課題の一つと言える。とりあえずこ

こでは、エストニア中銀が携帯電話位置情報を活用した旅行収支の

推計の検討開始時に行った、複数のデータ候補についての比較分析

を紹介しておく。  

図表 6：データ源を選定するための比較検討（エストニア中銀の例） 

データ源 長所（Pros） 短所（Cos） 

税関調査の継続 
（調査主体の変更） 

従前と同様の方法が継続（経験値）／

他調査との一部集約の可能性 

調査コストが過大／カバレッジやサ

ンプリング等など統計精度に係る信

頼性が不十分 

宿泊情報 
月次調査／実施が容易／地域間の偏

りがない／低コスト 

推計のための追加調査が必要／アウ

トバウンド旅行を含まない／推計誤

差が大きい 

道路センサー 
データが高頻度／港湾や空港調査を

補完する 
高コスト／推計のための追加調査が

必要・計測誤差が大きい 

クレジットカード情報 
データが高頻度／消費額の推計が容

易／データ提供者が国内事業者のみ

／低コスト 

推計のための追加調査が必要／先行

する失敗事例の存在／データノイズ

の存在 

携帯電話位置情報 
データが高頻度／母集団代表性が高

い／地域単位でのデータ精度／低コ

スト 

取組経験が無い／携帯キャリアとの

協力関係が曖昧／推計のための追加

調査が必要／IT 技術の必要 

（資料）Kroon[2012]をもとに作成。  

                                                   
42 Hammer et al. [2017] 27 頁 
43 Eurostat [2017] （21 頁）では、ガートナー社が提唱する「ハイプ・サイクル」（Gartner’
s hype cycle）論を引き合いに、ビッグデータそれぞれの発展サイクルが一様でない点を強

調。当該理論では、新技術の登場によって生じる過度の興奮や誇張（ハイプ）の後に幻滅期

が到来し、それらを経た後ようやく安定期（Plateau of Productivity）に到達するとの見方。 
44 United Nation[2015] 5 頁 
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4.2.4.  ハッカソン・アイデアソンの開催  

上記とは異なるアプローチとして、特定の政策課題を巡るハッカ

ソン 45やアイデアソン 46を開催する方法も有効な手段となる。例え

ば、Eurostat および欧州委員会が 2017 年 3 月に開催したビッグデー

タ活用に係るハッカソン 47では、事前に「地域レベルにおける雇用の

ミスマッチ解消に資するビッグデータの活用法」と題する政策課題

が設けられ、参加する各国統計局が解決法を提示する仕組み 48とな

っている。このほか、世界銀行が、個人、学界、産業界、非営利団体

などを対象に、気候変動問題の解決につながるようなビッグデータ

活用のアイデア募集を行った先行事例 49も存在する。   

                                                   
45 事前に示された課題やテーマについて、多様な参加者がチームを編成して技術や知見を

持ち寄り、短期間にシステムやアプリケーションなどの共同開発を競うイベント。主に IT
系のテーマを中心に技術開発やオープンイノベーションを目的に開催されていたが、近年

では設定されるテーマが拡大している。ハック（Hack）とマラソン（Marathon）を掛け合

わせた造語。 
46 事前に示された課題やテーマについて、多様な参加者がアイデアを持ち寄るイベント。

ハッカソン同様に、チームを編成の上で集中的に成果を競うもので、ハッカソンの事前準備

として開催されるケースが多い。アイデア（Idea）とマラソン（Marathon）を掛け合わせ

た造語。 
47 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/what-purpose_en 
48 欧州委員会は、ハッカソンの開催目的として、欧州における優秀なデータサイエンティ

ストの発掘や、産業界や学界のコミュニティにおけるパートナーシップの促進なども掲げ

ている。 
49 世界銀行による Big Data Innovation Challenge のこと。詳細は、以下を参照のこと。 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/03/27/and-the-winners-of-the-big-data-
innovation-challenge-are 
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4.3.  利活用は試行的に始める  

 ビッグデータの活用目的とデータを特定したとしても、実際に目

的を達成できるかは別の話である。ビッグデータは、公的統計と比較

して多くのノイズを含んでおり、且つバイアスの大きいデータであ

るため、これらを克服するためのデータマネジメントが課題となる。 

4.3.1.  ノイズの存在  

ビッグデータは、「ノイジーなデータ」と形容されることがある。

Twitter 情報から消費者マインドの計測を試みたオランダの事例では、

取得したツイートの半数が意味の無いおしゃべり（ pointless babble）
であったと指摘 50されており、いかにビッグデータが多くのノイズ

を含んでいるかを例証している。  

多くのノイズを含むビッグデータの活用について、例えば、北村

[2018]は、「鉱山で金やダイアモンドを探し当てるようなもので、得

られるごく少数の希少鉱物を探し出す効率的な手法がいまだに確立

されていないように、ビッグデータのマイニングにも決定的な方法

はまだない」と分析しており、データノイズがビッグデータの活用上

いかに大きな阻害要因になるかが窺われる。  

4.3.2.  バイアスの存在  

データバイアス（母集団代表性の欠如）も利活用を阻む検討課題 51

となる。バイアスの存在を示す一例として、我が国における SNS 利

用率の調査 52を取り上げると、Twitter は 10～ 20 代に利用者が偏って

おり、 Instagram は女性ユーザーが多い状況が確認されている。同一

の世代においてさえ、SNS の媒体によってユーザーの趣味や性格な

どの傾向が異なるとの指摘もある。  

SNS 情報以外にも、民間企業が保有するデータ提供を受ける場合

には、当該企業の業界における地域間シェアや強みとする顧客の属

性（平均年収等）が同業他社と比べて大きく異なる点なども考慮する

必要がある。  

 

                                                   
50 Daas & Puts[2014] 12 頁 
51 日本経済団体連合会[2016] 11 頁 
52 総務省[2017b] 
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こうしたデータバイアスの存在によりユーザーの全体性が把握で

きない場合には、既存の公的統計や他のビッグデータとの比較にお

いて、矛盾や不整合を検知する技術の研究・開発から始める必要性が

ある。  

4.3.3.  データ形式・メタデータの課題  

ノイズやバイアス以外の課題として、データ形式が挙げられる。通

常、民間企業が保有するデータに用いられる用語や様式は公的統計

のそれとは異なっているほか、同業種の企業間ですら統一されてい

ないことも多い。従って、公的統計として活用する場合にはデータの

再分類やコードの統一化などが必要となる。加えて、ビッグデータは、

多くの非構造化データを含むため、これらの技術的な取り扱いも検

討課題となる。  

データ解析に不可欠なメタデータが僅少であるビッグデータも多

い。英国が位置情報付 Twitter を利用して人口推計を試みた事例では、

iPhone ユーザーの投稿だけが特定の時期を境に減少したが、一般に

iPhone ユーザーが Android ユーザーに比べて平均年齢及び社会的地

位が高いことを踏まえると、この時期を境に集計結果の統計上のイ

ンプリケーションが変化した可能性が指摘 53されている。属性情報

が統計的解析を行う上でいかに重要であるか例証している。そもそ

も、顧客属性に関しては、本人確認書類の提示が不要な電子マネー等

では、真実性の検証 54も重要となる。  

SNS 情報については、フレーミングやトローリング 55のようなメ

ッセージが拡散する現象などもある。こうしたデータから適切に統

計的な結果を得るためには、ビッグデータの取り扱いを巡る「特別な

経験・知見」の活用が求められよう 56。   

                                                   
53 Sweier, Komarniczky & Clapperton[2015] 18 頁 
54 同様の問題は SNS にも存在しており、Upadhyaya & Kynclova[2017] 18 頁では、年齢

や性別を事前に記入する SNS においても、ユーザーが真実を記入しているか否かは不明で

あると指摘している。 
55 フレーミング（flame、炎）やトローリング（troll、釣り）は、SNS などのインターネ

ットコミュニティ上の攻撃的な言辞のこと。 
56 Upadhyaya & Kynclova[2017] 18 頁 
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4.3.4.  実務上の示唆  

ノイズやバイアス等を巡るデータマネジメント上の課題はデータ

毎によって異なるほか、こうした課題に対処可能な技術面のノウハ

ウも統計作成当局によって区々である。しかし、ウェブスクレイピン

グによるビッグデータの活用における先駆者であり、他の統計作成

当局に比べて多くのデータサイエンティストを抱えるオランダでさ

え、物価指数への活用に 5 年もの期間を要した事例 57もあり、ビッグ

データの活用に向けて克服すべき実務上の課題がいかに多いかを例

証している。  

従って、ビッグデータ活用の検討を始める際は、「大規模に取り組

むのではなく、試行的に実証実験から開始する」ことが賢明であると

言える。  

こうしたデータマネジメント上の課題を解決するための工夫とし

て、外部の専門的知見を有する関係者と積極的に協働することも有

益となる。例えば、データのクリーニングやデータ解析技術の研究に

際しては、専門的なノウハウを有する第三者機関へのアウトソース

も選択肢となる 58ほか、民間データホルダー自身が、保有するビッグ

データのサンプリングや集計を施した上で統計作成当局に提出する

手法 59も考え得る。さまざまな選択肢を検討しつつ、統計作成当局自

身が知見とノウハウを積み上げる努力が不可欠である。  

先行する諸外国の事例を踏まえると、予期せぬコスト負担が強い

られることも多い。例えば、既に多くのビッグデータ活用の試行的な

取組を行っている Eurostat は、大量のデータ処理に係る負担に加え

て、既存の調査を継続する場合には「二重の負担」が強いられる点な

どを指摘しつつ、コスト削減効果について過度な期待は禁物である 60

と釘を刺している。  

試行的な取組として着手する場合には、実証実験を行うために必

要なデータ量が多くなくても十分な場合も多く、そうしたケースで

は企業にとって利用価値の高い最新のデータでなくてもよい（例え

ば 3～ 7 年前の 5 年間のデータのみ取得するなど）場合もあるため、

かかる工夫を行うことでコストを抑えることも可能と思われる。  
                                                   
57 Bean[2016] 
58 Struijs [2016] 20 頁 
59 Struijs [2016] 19 頁 
60 Eurostat[2017] 
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 また、統計作成当局による検討の過程で、予期せぬ課題への直面な

どから対象データを変更する場合や、プロジェクトそのものを取り

やめる場合にも、試行的な取り組みから始める方が、統計作成当局が

対外的に負う説明責任の負担を軽減できるものと考えられる。   
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4.4.  ビッグデータを保有する民間主体とどのように協力関係を構

築するか  

 ビッグデータには、誰もが利用可能な一般に公開されたデータも

あるが、民間主体が一般には公開していない機密性の高いビッグデ

ータも多い状況にある。従って、データへの実効的なアクセスが課題

となる。  

統計作成にとっていかに魅力的なビッグデータであっても、デー

タを取得できない場合には、試行的な実証実験にさえ取り組むこと

はできないため、データアクセスを巡る問題が利活用上の最大の阻

害要因 61とみる向きもある。こうした課題に、統計作成当局はいかに

向き合うべきか考えてみたい。  

4.4.1.  協力の義務づけの妥当性  

 データアクセスを巡っては、「民間主体にデータ提供を義務づける」

法制面の手当てが選択肢となる。これは、データを保有する民間主体

が統計作成当局へのデータ提供に後ろ向きである 62ことが多く、「任

意」でのデータ提供が期待し難いためである。  

 物価統計の作成に民間のスキャンデータを活用しているスウェー

デンの事例においても、データ提供を義務化するような法制面での

手当てが品質の高い指数作成に寄与すると指摘 63されている。  

この点、データを保有する民間主体からも、任意でのデータ提供で

はなく義務づけを選好する声も存在する。こうした向きは、経営戦略

上の高価値資産であるビッグデータを、自社だけが任意に提出する

場合には競争力の観点から不利に作用するが、競争相手にも提出を

義務づけるような場合には「同じ土俵」（ level playing field）が確保

される 64と考えている。自社だけがデータ提供を行う場合に、競争力

の観点から不利に作用するといった指摘は、統計作成当局が利用す

る場合であったとしても、何らかのかたちで自社の情報が外部から

                                                   
61 例えば、United Nations Statistical Commission[2015]（17 頁）は、データアクセスを

利活用上の最大の隘路として指摘している（While most respondents recognize the 
challenges related to IT, skills, legislation and methodology, the biggest challenge for 
most Big Data projects is the limited or restricted access to potential datasets.）。 
62 Eurostat[2017] 22 頁 
63 Sammar[2013] 3 頁 
64 英国王立統計学会の Shah 事務局長による英国議会でのヒアリングでの発言。詳細は、

House of Commons[2016]を参照のこと。 



28 
 

識別され得るリスクを警戒しているものと考えられる。  

民間主体が任意でのデータ提供に躊躇する背景について改めて考

えてみると、  

①  ビッグデータは経営戦略上の高価値資産であり  
提供インセンティブが僅少であること  

②  公的当局への提供を巡る法的不確実性があること  

に集約することができよう。従って、法制面の手当ては、データの「任

意」提供を巡る課題を克服できる可能性がある。  

しかし、統計調査の多くが、調査客体たる家計や企業等の民間主体

との信頼関係を基盤として実施されている事実を踏まえると、ビッ

グデータという新たなデータ源について幅広く提供を義務づける必

要性があるかは、慎重に考える必要がある 65。  

ビッグデータの場合にはデータマネジメントを巡って大きな課題

が存在しており、ノウハウを有する第三者の知見やノウハウの活用

が非常に有効である。データ提供を受けた後も幅広い官民協働が不

可欠であることを見据えると、データ提供に限って義務づけを行う

ことで、却ってその後の協力を阻害する懸念はないだろうか。これま

で築いてきた統計作成当局と民間主体との信頼関係が変化するリス

クもある。  

さらには、民間主体自身によるビッグデータ活用が活発化する中

で、データ提供の義務づけが統計作成当局から将来的に提供される

成果物への過度な期待につながり、先進的な民間統計の作成や、ビジ

ネスを目的としたデータ活用の発展を妨げる不安も残る。協力の義

務づけの妥当性を巡っては、こうしたリスクを十分踏まえた上で丁

寧な議論がなされることが期待される。  

4.4.2.  対価を払ったデータ提供  

 民間主体から「任意」でデータ提供を受ける場合、「金銭での対価

を払う方法」が有力な選択肢の一つとなる。  

                                                   
65 統計作成のために家計や企業にデータ提供を求める法律がある中でも「法的根拠に過度

に頼るべきでない」との方針を掲げたルクセンブルクの事例などが存在する。詳細は、Hury 
& Lamboray[2013] 3 頁を参照のこと。 
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ビッグデータの統計的利活用を推進するために、総務省が幅広い

民間企業等を対象に実施したヒアリング（図表 7）でも、「企業にお

けるデータ収集コストの一部は、ユーザーに転嫁している。無償提供

を前提とする場合には、疑問が残る」との意見が聞かれており、デー

タ提供に見合う費用を統計作成当局が負担する場合には、民間主体

の理解が得られやすいものと思われる。我が国では既に、有償購入し

た POS データを一部活用するかたちで物価指数を作成している（前

掲図表 1）。  

なお、データ購入以外にも、データ提供者に対する税制優遇措置 66

なども一つのアイデアとして提案されており、民間主体への金銭イ

ンセンティブの方法はさまざま考えられよう。  

図表 7：総務省ヒアリング結果（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）筆者が設けた見出しに再分類している。 
（資料）総務省[2017b]をもとに作成。  

                                                   
66 内閣府[2015]、経済同友会[2016] 

＜金銭インセンティブ関連＞ 

 企業におけるデータ収集コストの一部は、ユーザーに転嫁している。無償提供を前提とする場合
には、疑問が残る。 

＜統計作成当局のノウハウ関連＞ 

 データの性質次第で提供できる民間データも多いはず。例えば、データ量が少ない取組では、他
社とデータを出し合う動きもみられ、国が橋渡しを行うことも可能ではないか。 

 売上データの分類方法・カバー範囲など、企業間で異なるデータを比較・統合可能な形式にデー
タクレンジングを行う必要。統計行政が持つノウハウ活用や分類の標準化などに期待。 

＜企業イメージ関連＞ 

 企業が無償でデータを提供する場合には、それが企業や提供サービスに対する認知度の向上とな
るか、もしくは研究機関等とのつながりが持てるか、等が理由になる。何らかのインセンティブ
設計が必要。 

 利活用の目的について、公益性の高いものであれば、CSR の観点から参画する企業も多いだろう。 
 各府省から内々に依頼されるより、正式なプロジェクトとして要請された方が社内決裁もスムー

ズに運ぶだろう。 
 協議会に参画する思惑は企業によって区々ながら、企業イメージや認知度を上げる効果は等しく

期待されよう。 

＜自社サービス関連＞ 

 同業の競合相手にデータを出すことはできないが、異業種間ではデータを見せ合う可能性はより
期待される。協議の場を設ける場合には、参画企業の顔ぶれも重要な要素。 
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4.4.3.  統計作成当局のノウハウや成果還元  

前掲の総務省ヒアリングでは、金銭での対価のほかに、研究機関等

とのつながりや他社とのデータ共有における国の橋渡し機能、企業

保有データのクレンジングや分類の標準化などを期待する声が聞か

れており、「統計行政が持つノウハウの提供」がデータ提供のインセ

ンティブとして機能することが窺われる。  

物価統計にスキャンデータを部分活用しているルクセンブルクで

は、データ提供と引き替えに「データ提供企業向けに個社データとマ

クロ動向を比較分析したレポート」を作成して還元する取り組み 67

がみられている。これに関連して、データ提供者向けのワークショッ

プを開催するアイデア 68も提案されている。  

また、ベルギー統計局と Eurostat が、携帯キャリア大手の Proximus
社と 2015 年に開始したジョイント・プロジェクトでは、「三者相互

のデータアクセス」を認めることを通じて、各々が保有するデータだ

けでは解析できない現象を把握するなど、WIN-WIN なパートナーシ

ップを構築した事例 69として注目されている。  

このように、統計作成当局のノウハウや成果還元は、民間主体が統

計作成当局にデータを提供する際の大きなインセンティブとなり得

る。特に、特定の民間保険会社が保有する加入者の健康状態記録から、

全人口のトレンドを捕捉可能か否か、オンライン物価が一般物価全

体を捉え得るか否かなど、統計作成当局とデータを保有する民間主

体が「共通の悩み」を共有できるような場合には、官民協働によるデ

ータセットの整合性の調整は共通のインセンティブ 70となる。  

4.4.4.  民間企業のイメージ向上  

データを保有する民間主体が、「自らの社会的なイメージの向上」

を図る目的で、統計作成当局からのデータ提供の要請に応じる可能

性がある。この点、前掲の総務省ヒアリング（図表 7）でも、「公益

性の高いものであれば、CSR の観点から参加する企業も多いだろう」

との声が聞かれている。  

                                                   
67 Hury & Lamboray[2013] 3 頁 
68 Sammar[2013] 3 頁 
69 Klein[2017] 12-13 頁 
70 Landefeld[2014] 13-14 頁 
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こうした企業の参画を一段と促す工夫として、ビッグデータの提

供企業に「公益性の高い企業」として認定するアイデア 71なども提案

されており一考に値する。  

そもそも、近年では、民間企業や業界団体などが自ら CSR の一環

として、保有するビッグデータの活用を通じて広く公益に資するよ

うな統計的分析を実施する先進事例も少なくない。例えば、ある米大

手商業銀行が、同行顧客の口座記録をもと行った賃金ボラティリテ

ィの原因分析 72があるほか、我が国では、一橋大学と新日本スーパー

マーケット協会、インテージ社が開発した SRI 一橋大学消費者購買

指数・単価指数 73など、「社会貢献のために無償で行われる」取り組

みが存在している。  

こうした社会的意義の大きい民間の取組に、統計作成当局がどの

ように向き合い、協働していくかも重要な論点の一つである。統計ニ

ーズに応じたさまざまな民間統計が生み出されることで、公的統計

として活用可能性のあるデータ量が拡大するメリットが考えられる。

他方で、フェイクニュースがソーシャルメディアに蔓延るように、フ

ェイク統計が品質の高い統計を駆逐するリスク 74の顕在化を防ぐよ

うな戦略的な取組が求められる。  

こうした観点からは、民間主体が自主的に統計作成に取り組む際

に、既存の公的統計との品質等の相違についてのメタデータの提供

に統計作成当局として協力する方法も一案となる。さらには、統計作

成当局が、統計の作成主体としてではなく、民間主体が作成した統計

の「クオリティチェック」（ accreditation / certification）の役割を果た

すアイデア 75も提起されており、今後、統計作成当局全体として考え

るべき大きなテーマの一つであろう 76。   

                                                   
71 内閣府[2015] 4 頁 
72 Farrell & Greig [2016]  
73 スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア等の業界から全国約 4 千

店舗の業務データを収集し分析。詳細は、SRI 一橋大学消費者購買指数・単価指数ホームペ

ージ（http://www.srihito.com/index.html）を参照。 
74 Cœuré[2017] 
75 MacFeely [2016] 793 頁, Hammer et al. [2017] 19 頁 
76 Struijs [2016]（23-24 頁）では、民間企業自らが積極的にデータ活用を行う中で、公的

統計に対する社会の依存度が低下していると指摘した上で、統計作成当局が統計作成の任

を離れて、第三者が作成した統計の品質を評価する役割を果たすべきかとの論点を提示。ほ

か、Florescu et al.[2014]（10 頁）では、情報過多の社会（jungle of information）にあっ

て質の担保が必要との時代認識の下、統計作成当局は、統計作成の独占的地位を有している

訳でもデータ社会の警察でもないが、長い歴史の中で統計品質に係るモラルを有してきた

http://www.srihito.com/index.html
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4.4.5.  民間企業のサービスの向上  

民間ビジネスにおけるビッグデータの統計的利活用の状況を俯瞰

すると、主に内外の金融市場参加者向けに民間統計を開発の上で有

償販売する取組も散見されている。こうした商品については、統計作

成当局との連携や、政策当局による積極的な利活用（例えば、財政政

策、金融政策の前提となる景気判断の材料の一つとして活用する等）

が宣伝効果に繋がる可能性がある。  

この点、政府が提供する RESAS が「ビッグデータの見本市」のよ

うな役割を果たすとの指摘 77もみられており、統計作成当局が民間

データの受け皿を作ることを通じ「商品の認知度向上」を企図した民

間主体の無償提供を促しつつ、統計作成当局が利用できるデータの

拡大を図る方法も考え得る。  

ただし、先に述べたとおり、統計作成当局が積極的に民間統計を活

用する場合には、統計としてのクオリティチェックが不可欠である

点には注意が必要である。民間統計がビジネスの一環として提供さ

れる場合でも、先進的な民間統計について「政府認定」することで利

活用を促すアイデアも選択肢の一つとして検討できる 78。  

国土地理院が作成・提供する地形図の事例ではあるが、民間地図の

ベースとして利用されている地形図の作成において、登山アプリ業

者が保有する登山者の移動経路情報を精度向上に役立てる取組 79が

進捗中であり、「民間企業の商品ニーズと当局の施策ニーズを上手く

マッチングさせる」ことで民間主体によるデータ提供が進む可能性

を例証している。民間主体のニーズを踏まえた多様な連携のあり方

が考えられよう。  

4.4.6.  データ取得の継続性を巡る課題  

統計作成当局の立場からみると、民間データ及び民間統計の精度

検証のためには良質なデータを相応に確保することが必要となる。

                                                   
と評価し、データ作成者に対する承認制度に触れている。 
77 経済同友会[2016] 41 頁 
78 柳川・渡辺[2017]では、統計作成サービスの民間開放について論じており、理論的なバリ

エーションの一つとして、特定の民間提供の統計を政府統計として認定するケースを想定。

その際は、一定のルールと監督体制を整える必要があるため、早い段階から進めるべきと結

論づけている。 
79 国土交通省国土地理院[2018] 
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例えば、トレンド分析を行うためには、過去に遡ってデータを収集し

て時系列指標を作成する必要があるほか、当該ビッグデータを統計

作成に利用するためには、「将来に亘っても安定的にデータを確保す

る」ことが課題となる。公的統計の長所の一つとして、時系列データ

の充実が指摘 80されるが、長期的なデータ確保が達成されない場合

には、公的統計としての強みが大きく制約されることとなる。  

データの継続性に係る課題を巡っては、主に以下の状況が懸念さ

れる。  

①  データを保有する民間主体が、過去のデータを  
蓄積していない場合  

②  ビジネス環境の変化によりデータ量が増減する場合  

③  民間主体がデータ提供を取り止める場合  

①については、おもに一般に公開された情報を取得する場合に想

定される。例えば、宿泊施設の予約や求人サイトでは宿泊日や募集期

間等を過ぎたデータがウェブ上から消去されてしまう問題が生じる。 

こうした問題に対処するためには、統計作成当局がデータ蓄積の

ための基盤 81を講じるなどの対応が求められよう。  

②については、データを保有する民間主体の業界における市場シ

ェアの変動や、データ取得に関する環境変化（パーソナルデータに係

るプライバシーポリシーの変更など）が想定される。例えば、位置情

報付きの Twitter 情報を活用して人口変化を推計した英国の試みでは、

iPhone のオペレーティングシステムの変更（プライバシーポリシー

等）後に利用可能データが 25％程度減少した事例があり、データを

コンスタントに確保できないリスクを例証している。  

こうした問題へは、得られたデータから把握できる動向のみを額

面通りに受け止めるのではなく、データ変化の背景にある技術革新

や社会情勢の変化まで視点を広げて分析 82することで対応を図るこ

とが重要である。   

                                                   
80 Eurostat[2017] 24 頁 
81 一藤・曽根原[2016]  
82 Sweier, Komarniczky & Clapperton[2015] 6 頁 
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③については、特定の民間主体と協力関係を構築した場合でも、当

該民間主体が突然データ提供を停止するリスク 83が存在する。外部

のデータ源へ依存度を高めることは、統計作成当局による統計作成

を巡る自主的なコントロールが低下する欠点がある。  

こうしたリスクを軽減する観点からは、取得する民間データのバ

イアスが上手く補正可能な場合でも、敢えて複数社からデータ提供

を受けるなどの工夫が考えられる。このほか、データ提供を受けるに

際して民間主体と統計作成当局の間で連携協定を締結することで、

一定期間のデータ提供を確保する方法も考えられる 84。   

                                                   
83 Abdulkadri, Evans & Ash[2016] 26 頁 
84 例えば、スーパー小売各社がスキャンデータの任意提供を取りやめる場合には、統計作

成当局に 6～12 か月前に申し出ることを求める通知期間（notice period）を定めたスウェ

ーデンの協定の事例が存在する。詳細は、Sammar, Norberg & Tongur[2013] 3 頁を参照。 
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4.5.  対外コミュニケーションのあり方はケース・バイ・ケース  

 ビッグデータを保有する民間主体の考え方はさまざまであるため、

望ましい協力体制は各主体とのコミュニケーションを踏まえてケー

ス・バイ・ケースで判断する必要がある。また、データを保有する民

間主体以外の関係者へのコミュニケーションも重要である。ここで

は、いくつかの先行事例を踏まえつつ、統計作成当局がコミュニケー

ションを実施する上で参考となる工夫と効果について具体例を交え

ながら説明する。  

4.5.1.  データ保有主体へのコミュニケーション  

 データの提供者たる民間主体と統計作成当局の信頼関係がない場

合には、任意で安定的にデータを確保することが困難となる。従って、

統計作成に必要なデータ量を確保する以上に、コミュニケーション

による信頼関係の醸成が先決 85と言える。  

 企業ホームページ情報など一般に公開されたデータを活用して

統計作成を試みる場合にも、データを大量に収集する場合には事前

のコミュニケーションが有効となる。オランダの事例では、企業ウェ

ブサイトのスクレイピングを実施する前にサイトオーナーに接触し

た結果、スクレイピングを実施せずとも（当該企業のバックオフィス

から）直接データ提供を受けたケース 86がある。反対に、英国の事例

では Twitter 社が提供する API を通じてデータを（一般に公開された

ものとして）取得していたが、同社のコンプライアンス 87上の疑問が

指摘されたことから、プロジェクトの途中からデータを有償購入に

切り替えた事例 88がある。  

いずれの事例も、本格的な取組を開始する前にデータを保有する

民間主体と積極的な対話を行うことの重要性を例証している。   

                                                   
85 ルクセンブルクの事例では、少量のデータ提供から始めることで信頼関係を構築し、か

かる基盤をもとにして更に必要なデータ提供を要請する方が、信頼関係がない状況で一度

に多くのデータを求めるよりも全体として近道であると指摘されている。詳細は、Hury 
& Lamboray[2013] 3 頁を参照のこと。 
86 Bosch & Windmeijer[2014]（8 頁） 
87 The Twitter developer Rules: Section 1C “If your application will need more than 1 
million user tokens, you must contact us about your Twitter API access, as you may be 
subject to additional terms.” 
88 Swier, Komarniczky & Clapperton[2015] 13-14 頁 
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4.5.2.  データ保有主体以外への対外コミュニケーション  

 民間主体からデータ提供を受ける場合には、「データ保有主体以外」

へも透明性の高いコミュニケーションを行うことが重要である。  

 前掲の総務省ヒアリングによると、データ提供に関して「各府省か

ら内々に依頼されるより、正式なプロジェクトとして要請された方

が社内決済もスムーズに運ぶだろう」との声が聞かれている。当該民

間主体以外への公表を見据えたコミュニケーションを行うことで、

データ保有企業の参画を促すことができるだろう。  

また、民間主体がデータ提供を躊躇する背景の一つとして、データ

提供を巡る法的不確実性の存在があることは既に述べたが、この背

景には、データを保有する企業が自らの顧客や投資家などに対外的

な説得材料を必要としていることも一因となっている。従って、統計

作成当局が、こうした企業側の懸念を払拭するような、対外的な広報

を行う工夫が求められる。  

この点は、データ提供の要請を行う統計作成当局にとっても重要

である。とりわけ、特定企業から任意でデータの無償提供を受ける場

合には、対外広報をしっかり行うことを通じて公正な統計行政に対

する不要の疑念を惹起しないよう努めるべきほか、データ提供企業

以外にも取組への将来的な参加の途を確保するなどの配慮が求めら

れよう。統計作成当局が行う統計調査は、あらゆる民間主体との信頼

関係が基盤となっているため、これまで築き上げた信頼を失わない

ようなコミュニケーション上の努力が必要である。  

もっとも、データ保有主体の側が、対外コミュニケーションを望ま

ない場合が存在する点には注意すべき必要がある。一例として、カナ

ダがスマートメーターの活用を検討した際には、配電事業者の名称

は非公開とされ、統計局による報告書においても「A 社」や「B 社」

などと呼称された事例 89などがある。このような場合には、データ保

有主体と統計作成当局との間で、対外広報を巡るスタンスを摺り合

わせる必要がある。   

                                                   
89 Ma[2014] 
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4.5.3.  データコミュニティの深化を促す対外コミュニケーション  

 統計作成当局による試行的な取組においては、最終的な成果物と

しての公的統計だけでなく、各取組の進捗状況を適宜公表すること

が望ましい 90。検討プロセスを透明化することのメリットについて

達観すれば、以下の 4 点が期待される。  

①  各種課題やテーマごとに精通した第三者からの知見・ノウハ

ウの提供が期待できること  

②  統計ユーザーからのフィードバックが期待され、さまざまな

統計ニーズを踏まえて検討を実施できること  

③  優良事例のみならず失敗事例を蓄積することで、将来の取組

においてより効率的な検討を実施できること  

④  これまで公的統計のコミュニティの外にあったような企業

や専門家などの関心を高め、幅広い協力を引き出すこと  

 統計作成当局は、これまでも統計学に知見を有する学術研究者と

も協力しながら公的統計の整備に努めてきた。今後、ビッグデータを

公的統計のデータ源として活用するためには、これまで以上に幅広

いデータコミュニティを対象に連携を深化させるよう努める必要が

ある。   

                                                   
90 英国国家統計局が取り組んだ 4 つのパイロット・プロジェクトでは、半期に一度進捗レ

ポートを公表している。当該レポートでは、検討中に直面したさまざまな課題や制約につ

いても積極的に公開している。 
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4.6.  個人情報や企業情報の保護  

ここからは、ビッグデータの利活用目的やデータを問わず重要な

分野横断的な論点について考えてみたい。  

第一は、「個人情報や企業情報の保護」を巡る論点である。民間主

体のデータ提供に伴う不安を払拭するためには、提供を受けたデー

タをしっかりと保護する措置を講じる必要がある。統計作成当局に

とっても、統計調査が調査客体たる家計や企業等との信頼関係を基

盤として行われている事実を踏まえると、民間ビッグデータについ

ても統計調査における調査票情報の管理と同様に秘密の保護には万

全を期す必要がある。  

かかる観点からは、公的統計に民間主体のデータを活用した際の

データの所有権（ data ownership and copyright 91）を巡る取り決めも論

点となるほか、データ授受に関するサーバーセキュリティリスクへ

の対応なども実務上の検討課題となる。  

パーソナルデータ等を保有する企業にとっては、顧客への丁寧な

説明も求められるため、データ提供の透明性を確保することが求め

られる。民間主体が行うビッグデータ活用の事例の中には、個人識別

情報が含まれないデータであっても所謂炎上リスクが顕在化した事

例 92もあり、統計作成当局がアクセス可能なデータ範囲を事前に取

り決めておくなどの工夫が求められる。一例として、英国国家統計局

が実施したパイロット・プロジェクトでは、取り扱うデータを（ⅰ）

一般に公開されたデータ、（ⅱ）匿名化済のデータ、（ⅲ）集計済のデ

ータに限定 93しており、慎重な態度で検討を開始している。  

データのアクセスに法的制約がない場合でも、「エシカルな配慮」

を怠る場合には、民間主体及び統計作成当局の双方のレピュテーシ

ョンを低下させる懸念があり注意する必要がある。特に、我が国にお

けるパーソナルデータに係る国民の不安は、他国対比で大きいとの

調査もあるため 94、国民感情を踏まえた十分な対応を整える必要が

ある。   

                                                   
91 Struijs [2016] 20 頁 
92 Renew London 社がロンドン市に無償提供したゴミ箱から、Wi-Fi 機能を有するスマー

トフォンの MAC アドレスを収集していた事例（BBC News: 
http://www.bbc.com/news/technology-23665490）などがある。 
93 Naylor[2016] 
94 総務省[2017b] 
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エシカルな観点からは、ウェブスクレイピング等を実施する際に

は、所謂ネチケット（ netiquette）への配慮も重要であろう。オランダ

統計局は、スクレイピングを実施する際には（ⅰ）対象企業が統計局

ロボットによるアクセスであると確認可能な方法を採用すること、

（ⅱ）企業サイトへの負荷を軽減するためサーバアクセスの間隔を

設定すること、（ⅲ）サーバへの負荷が高まる時間帯を回避すること、

といった方針 95を纏めており、サイトオーナーの立場に立って取組

を実施することが重要である点を示唆している。  

4.7.  データ活用のための技術・人材  

 分野横断的な課題の 2 つ目として、利活用推進を支える「技術と

人材の確保」が重要となる。  

これまでにも触れたように、大量のノイズとバイアスを有するビ

ッグデータから、質の高い統計を作成するために必要な情報を抽出

するためには、データマイニングや機械学習、AI 技術など最新のデ

ータ解析技術の研究・開発が必要となる。  

そのためには、試行的な実証実験に取り組みながら統計作成当局

がビッグデータ利用に必要な知見とノウハウを積み上げる努力が必

要であることは既に述べたとおりである。諸外国では、更に踏み込ん

で、ビッグデータの解析に特化した施設を新たに設ける動きも見ら

れている。例えば、英国国家統計局は、従前のコンピューターでは処

理できない大規模なデータを取り扱うために 2013 年に「イノベーシ

ョン・ラボ」を設立し、ここを職員の「砂場」（ sand pit）として先進

的な技術を試みつつ知見の蓄積を図っている 96。  

統計作成当局の人材面での課題を巡っては、ビッグデータの取り

扱いに係る統計的専門技術や能力を有するデータサイエンティスト

の育成が不可欠であるほか、これまで述べてきた各種課題に適切に

対応するためには、 IT や法律の専門家を含めた様々なバックグラウ

ンドを持ったスタッフを確保する必要がある。従来のサンプリング

理論をアプリオリとしない態度やマインドセットが重要との指摘 97

もあり、これらを支える当局サイドの組織文化を変えていくことも

                                                   
95 Bosch & Windmeijer[2014], Hoogteijling[2016] 
96 Bean[2016] 168 頁 
97 Struijs [2016] 22 頁 
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大事な論点となる。  

これまでの諸外国の事例では、 3～ 4 名のコアとなる人材でプロジ

ェクトを立ち上げるケースが多い 98が、英国国家統計局ビッグデー

タチームの 11 名、イングランド銀行データサイエンス・ラボの 12
名、オランダ統計局におけるビッグデータ中核人材の 5 名のように、

各国によって構成人員は区々である。また、オランダ統計局には中核

スタッフ以外にもデータサイエンスに通じたスタッフが 80 名も在

籍 99しており、統計作成に携わる職員全体のリテラシーの底上げ努

力も忘れてはならない。  

 この点、Eurostat が統計職員向けに実施する統計研修（ESTP）では

2016 年以降、ビッグデータ関連のプログラムを充実させている。講

義内容の詳細は不明ながら、機械学習やウェブスクレイピングなど

特定の高度技術に特化した講義などが、 2～ 4 日間程度の集中プログ

ラムとして年 6 回程度提供されている（図表 8）。  

図表 8：ESTP における研修（2017 年実績） 

研修テーマ  期 間 

Introduction to Big Data and its tool 2.5日間 

Machine Learning Econometrics 3.0日間 

Hands-on immersion on Big Data tools 3.0日間 

Big Data Sources – Web, Social Media and Text Analytics 4.0日間 

Automated collection of online prices: sources, tools and methodological aspects 4.0日間 

Advanced Big Data Sources – Mobile Phone and other sensors 4.0日間 

（資料）European Statistical Training Program 2017 をもとに作成。 

我が国では、国家公務員及び地方公務員に対する統計研修業務を

行っている統計研究研修所が、 2017 年度に初めてビッグデータに係

る研修プログラム 100を実施したほか、2018 年度にはより実践的な演

習を展望した新規講義を開講する予定となっている。欧州のように、

ビッグデータ活用に係る個別具体的な取組が進捗すれば、各種デー

タや個別のプロジェクトに応じた知見や教訓などの共有を通じて、

内容面での高度化も期待されよう。   

                                                   
98 Hammer et al. [2017] 23 頁 
99 Bean[2016] 168-170 頁 
100 総務省[2018b]によれば、2017 年度に開講した「特別コース・ビッグデータ入門」では、

40 名の募集人員に対して 89 名の応募があったため、急遽 2 回に分けて開催した模様。 



41 
 

4.8.  コーディネーション  

 分野横断的な課題を巡る最後の論点として、さまざまなビッグデ

ータ活用を巡るプロジェクト間の「コーディネーション」の重要性を

指摘しておく。  

 ビッグデータ活用に向けた試行的な取組を効率的に実施するため

には、たとえビッグデータの種類や参加する民間主体が異なってい

たとしても、他のプロジェクトで得られた知見や技術、教訓等の成果

を活用することが重要である。特に、我が国は行政ニーズに的確且つ

迅速に対応するため、分散型統計機構の下で各府省が所管行政に係

る統計を作成する場合が多い。この点、検討テーマやデータ、各種リ

ソースが重複しないよう、「各府省による取組を束ねる鳥瞰的な視点」

が不可欠である 101。第 3 節で紹介した第Ⅲ期基本計画では、各府省

における効率的な活用を推進するため、統計委員会を中心に情報共

有を図る施策等が盛り込まれている（前掲図表 3）。こうした具体的

な施策の着実な実行が期待される。  

 長期的な視点として、「国際的なコーディネーション」のあり方も

検討課題となろう。現状、統計作成当局が行う調査統計については、

統計の質や調査項目の定義、分類などについて国際標準が定められ

る場合が多く、従って、作成された統計の国際比較が容易である点が、

公的統計の強みの一つとなっているが、各国独自にビッグデータ活

用に取り組む場合、作成された統計の国際比較は容易ではない。国内

における利活用上の課題だけでなく、国際的に検討すべき論点につ

いても今後取り組む必要がある。   

                                                   
101 総務省統計委員会[2017a]（第 77 回基本計画部会・第 9 回横断的課題検討部会）による

と、西村統計委員会委員長は「最初の段階ではこういう形で、それぞれの省が、自分のイニ

シアチブでいろいろなことをやっていただくというのは良いのですが、どこかでコーディ

ネーションをしなければいけないという感じがします。（中略）これについては統計委員会

としても少し考えなきゃいけない」と発言している。 
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5.  結びにかえて  

本稿では、公的統計へのビッグデータ活用のメリットと先行事例

を簡単に整理した後、我が国のビッグデータ活用の本格化に向けた

近年の統計改革における検討状況を紹介した。我が国においても、ビ

ッグデータの統計的利活用の推進に期待が高まっており、総務省に

おいてデータの相互利活用を促進するための産官学連携による協議

の場が設けられるなど、具体的な取組を後押しするような政府レベ

ルでの施策が実行段階に移りつつある。  

しかしながら、我が国おけるビッグデータ活用に向けた検討は緒

に就いたばかりであり、実務上の検討プロセスも定まっていない状

況にある。そこで本稿では、将来的な活発な取組を促す観点から望ま

しいと考えられる雛形を一つ提示し、諸外国の先行事例に学びなが

ら、ビッグデータを保有する民間主体との協力関係の構築のあり方

を中心に実務上の含意を探った。  

ビッグデータの活用に向けた検討は、これまでの公的統計の作成

プロセスとは大きく異なるため、まずは、目的を明確化した上で適切

なデータを特定し、試行的な実証実験を繰り返すほかない。「ビッグ

データは特効薬ではない 102」との指摘もあるように、データマネジ

メントやデータアクセスの課題など目的達成のためにクリアすべき

検討課題も多い。これらを支える統計的技術や人材、さまざまな取組

を束ねるコーディネーション機能も不可欠である。  

本稿が示した検討プロセス及び課題解決のための工夫は、あくま

で統計作成当局がビッグデータ活用の検討を開始する際の手掛かり

に過ぎない。今後は、さまざまな試行的な取組を通じて、より効率的

且つ効果的にビッグデータの統計的利活用を実現できるようなベス

トプラクティスを見出していくことが期待される。  

以  上   

                                                   
102 Bean[2016] 172 頁 
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補論：ビッグデータ活用に向けた国際的な取組の概観  

統計作成当局によるビッグデータ活用の検討は、オランダ統計局

が 1992 年には既にスーパーマーケットのスキャンデータの取得に着

手する 103など、一部の統計局において散発的にみられていたが、経

済社会におけるデータ量が爆発的に増加するもとで、近年では国際

機関などにおいても戦略的かつ体系的な取組が推進されつつある。  

 ここでは、国際連合、欧州統計システム、国際通貨基金、各国中央

銀行を取り上げて、ビッグデータ活用に係る取組概要を紹介する。   

1. 国際連合  

 国連統計委員会は、 2014 年 3 月にビッグデータ活用に向けたグロ

ーバル・ワーキンググループを設置した。  

計 8 つのタスクチームを設けており、衛星画像やスキャンデータ、

携帯電話情報、ソーシャルメディア情報などの個別のデータに係る

タスクを設けつつ、データアクセスや SDGs（持続可能な開発目標）

への応用可能性、データスキル、国際ネットワークの構築などの分野

横断的なテーマも設定している。メンバーシップは、 2008 年 3 月時

点で 26 の国連加盟国と世界銀行や Eurostat など 14 の国際機関とな

っている 104。  

図表：国連におけるタスクチーム 

１． データアクセスやパートナーシップ締結の促進 

２． ＳＤＧｓ指標への活用可能性 

３． 衛星画像・地理空間情報 

４． 携帯電話情報 

５． スキャンデータ 

６． ソーシャルメディア情報 

７． ビッグデータを扱うためのスキルやトレーニング 

８． 人材や知見共有の国際ネットワークの構築 

（資料）国連ホームページをもとに作成。  

                                                   
103 Bean[2016] 170 頁 
104 United Nations Statistical Commission[2018] によると、参加国は、オーストラリア、

バングラディッシュ、ブラジル、カメルーン、カナダ、中国、コロンビア、デンマーク、エ

ジプト、ドイツ、インドネシア、アイルランド、イタリア、メキシコ、モロッコ、オランダ、

オマーン、パキスタン、フィリピン、韓国、サウジアラビア、スイス、アラブ首長国連邦、

英国、タンザニア、米国。現時点で日本は未参加。 
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2. 欧州統計システム  

 Eurostat や各国統計局からなる欧州統計システム（ESS）では、2013
年に、「ビッグデータと公的統計のスヘフェニンゲン覚書」を締結し、

これを受けて 2014 年には Eurostat を中心に設けられたタスクフォー

スチームにより、覚書を実行に移すために必要なアクションプラン

とロードマップを策定した。  

2016 年 3 月には “ESSnet Big Data” と呼称されるプロジェクトを立

ち上げ、 2018 年 5 月を目途として、個別のデータに着目した 7 つの

具体的なタスクと、それらを支える全体にかかる 3 つのタスクから

なる 10 のワークパッケージ（WP）に取り組んでいる。  

図表：ESS が実施するワークパッケージ 

ＷＰ０ コーディネーション ＷＰ５ 携帯電話データ 

ＷＰ１ 求人情報のスクレイピング ＷＰ６ 公的統計の早期予測 

ＷＰ２ 企業情報のスクレイピング ＷＰ７ 人口・観光・農業の統計分野 

ＷＰ３ スマートメーター ＷＰ８ 統計技術・ＩＴ技術 

ＷＰ４ 船舶の位置情報（ＡＩＳ） ＷＰ９ 公表 

（資料）欧州委員会ホームページをもとに作成。 

3. 国際通貨基金  

 国際通貨基金（ IMF）は、2015 年 11 月に「ビッグデータ・イノベ

ーション・チャレンジ」を立ち上げており、6 つの先駆的なアイデア

の実証実験に取り組んでいる。  

ホテルの宿泊料やタクシー代金などのビッグデータを活用し、ビ

ーチホリデー観光に係る価格指標 105を作成する取組や、 SWIFT 106デ

ータを活用した国際的な資金フローの把握など、国際比較やグロー

バルな動向把握を可能とする統計作成への取組が中心である。  

                                                   
105 Week @ the Beach Index は、英 The Economist 誌によって公表されるビッグマック・

インデックスから着想を得て発明された、ビーチホリデー観光に係る価格指標のこと。３つ

星ホテルの宿泊料やタクシー代金、飲食費等からなるバスケット価格を国際比較する。ＩＭ

Ｆでは、Travelocity 社や Trivago 社のビッグデータなどを活用し、同指数の改善に取り組

んでいる模様（Hammer et al. [2017]）。 
106 SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication）は、銀行間

の国際金融取引に係る事務処理の機械化、合理化および自動処理化を推進するため、参加銀

行間の国際金融取引に関するメッセージをコンピューターと通信回線を利用して伝送する

ネットワークシステムのこと。 
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図表：IMF によるイノベーションチャレンジ 

１． ＳＷＩＦＴデータを活用した国際資金フローの把握 

２． 早期警戒システムの構築のためのセンチメント把握 

３． Googleトレンドを活用したＧＤＰのナウ・キャスティング 

４． Week @ the Beach Indexの拡大 

５． 政策分析のための政府支出データの蓄積 

６． 税務行政に資するデータ分析の応用 

（資料）Hammer et al.[2017]をもとに作成。 

4. 各国中央銀行  

 物価安定や金融システム維持の役割を担い、統計作成の任も負う

中央銀行においても、ビッグデータ活用を通じた景気動向のタイム

リーな把握に取り組んでいる。中央銀行を対象としたサーベイ 107で

は、近年、各国中銀によるビッグデータに対するスタンスが変化して

おり、研究・調査活動における関心を超えて、政策運営にとって重要

なデータ源として取り扱われるようになりつつある。  

また、中央銀行の統計専門家によるアービング・フィッシャー委員

会 108においても、中央銀行とビッグデータをテーマとする会合が開

催されている 109。  

図表：各国中銀によるデータ源としてのビッグデータの捉え方 

 

 

（資料）Glass[2017]、Central Banking[2016]をもとに作成。  

                                                   
107 Glass [2017]、Central Banking [2016] 
108 中央銀行の統計に関する諸問題を討議すべく、中央銀行の統計専門家により 1997 年に

発足し、2006 年より BIS（Bank for International Settlements、国際決済銀行）が事務局

を担っている委員会。日本からは日本銀行が参画。 
109 2017 年に行われた会合では、アルメニア中銀によるウェブ情報を活用した物価・不動

産・雇用動向の把握や、スウェーデン中銀によるネット価格情報を活用したインフレ予

測、オランダ領アルバ中銀によるネット検索情報を活用した観光収支の計測、ドイツ連銀

によるネット検索情報を活用した預金者センチメントの分析事例などが共有された。詳細

は、Irving Fisher Committee[2017]を参照。 
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